
令和 7 年度 「動く・こどもの館号」 派遣事業実施要項 

１ 趣 旨 

「動く・こどもの館号」を県内各地の「まちの子育てひろば」及び小規模保育施設へ派遣する

ことにより、家庭や地域における子育て支援の充実を図る。 

また、小規模保育施設については、人材育成が課題となっている現状を踏まえ、保育士の

資質向上につなげる。 

 

 

２ 派遣事業 

(1) 「まちの子育てひろば」への派遣 

【対象】兵庫県のまちの子育てひろば事業において、ひろば登録をされている「まちの子

育てひろば」 

 ※ひろば開設（登録）についての詳細は、兵庫県 HP 内「まちの子育てひろば」をご覧ください。 

ア 活動内容 

 ○ 親子（原則未就学児）を対象とする活動（１時間） 

 親子ふれあいあそび、人形劇、わらべうた等の体験活動の指導を行う。  

また、参加親子や職員の不安や悩みの相談に対して、必要に応じて情報提供等を行っ

たり、適切な専門相談機関を紹介したりすることにより、子育てにかかわる支援を行う。 

  ○ 指導者を対象とする活動（１時間 30 分程度） 

 親子向けのふれあいあそび、わらべうた、工作等の指導者研修を行う。 

イ 実施日 

令和 7 年 5 月 1 日(木)～令和 8 年 3 月 20 日(金)間の木曜日又は金曜日に実施する。 

ただし、休館日（毎週火曜日及び月末日）や国民の祝日は除く。 

  ウ 派遣回数 

    派遣先となる各団体において、「親子を対象とする活動」 「指導者を対象とする活動」

をそれぞれ１回までとする。 

 

(2) 小規模保育施設への派遣 

【対象】認可を受けた小規模保育施設 

ア 活動内容 

  ○ 室内あそび（45 分） 

    小規模保育施設に所属する乳幼児を対象に、わらべうたや音楽あそび、集団あそび、 

パネルシアターやペープサートを用いたお話を行う。 

  ○ 指導者研修（１時間 30 分程度） 

    保育士及び保育活動に従事している者を対象に、わらべうたや音楽あそび、集団あそび

やお話の道具づくり等の研修を行う。 

イ 実施日 

令和 7 年 5 月 1 日(木)～令和 8 年 3 月 20 日(金)間の木曜日又は金曜日に実施する。

ただし、休館日（毎週火曜日及び月末日）や国民の祝日は除く。 



ウ 派遣回数 

派遣先となる各団体において、「室内あそび」「指導者研修」をそれぞれ１回までとする。 

 

 

３  派遣手続き 

(1) 派遣の申込 

 派遣を希望する団体は、派遣希望月の締切日までに、次のいずれかの方法で申込む。 

① 兵庫県立こどもの館 HP（https://kodomonoyakata.jp）の申込みフォーム。 

② 兵庫県立こどもの館にメールで（E-Mail:kmc‐machiko@kodomonoyakata.jp）「動く・こども

の館号派遣申込書」(様式 1)を提出。 

派遣希望月 5・6 月 7・8・9 月 10・11・12 月 1・2・3 月 

締切日(必着) 4/16(水) 5/15(木) 8/15(金) 11/15(土) 

※積雪や路面凍結の可能性がある地域は冬季を避けて申し込む。 

 

(2) 実施報告 

 派遣を受けた団体は、派遣事業実施後 3 日以内に次のいずれかの方法で報告する。 

① 兵庫県立こどもの館 HP（https://kodomonoyakata.jp）の報告フォーム。 

② 兵庫県立こどもの館にメールで（E-Mail:kmc‐machiko@kodomonoyakata.jp）「動く・こども

の館号派遣結果報告書」(様式２)を提出。 

 

４  講師料 

一つの活動につき 5,000 円 

（派遣当日現金支払い、又は銀行振り込み） 

 

５  派遣の延期・中止 

(1)  派遣実施当日午前７時の時点で、姫路市もしくは派遣先市町に気象警報が発令されて

いる場合、派遣を中止する。 

(2)  気象警報が発令されていない場合でも、危険が予測される、車両の通行が困難等の  

場合は、原則として派遣を中止、または延期する。 

 

６  その他 

  この要項に定めるものの他、事業実施に必要な事項は、兵庫県立こどもの館館長が別に 

定める 


